
平成２９年度 第３回市川市自立支援協議会 

 
 

日 時：平成２９年１１月１４日（火） 
午後１時３０分～３時３０分 

 
場 所：急病診療・ふれあいセンター２階 

第２集会室 
 
 

会 議 次 第  
 
 

１  開会 
 

２  基幹相談支援センターの評価について 
   （資料１） 

 
３  来年度以降の部会について 
   （資料２－１～２） 

 
４  各専門部会・障害者団体連絡会の状況について 
   （資料３－１～４） 

 
５  その他 

 
６  閉会 



平成 29 年 11 月 14 日 
 

基幹相談支援センターの評価・伴走機能について 
 
 基幹相談支援センターの設置に伴い、課題となっていた評価・伴走機能のあり方につい

て、下記提案をいたします。 
 

記 
 
 １ 方  法 運営協議会の設置および定期的な会議の開催（3~4 ヶ月に 1 回程度） 
 
 ２ 出 席 者 自立支援協議会の選出区分及び、基幹相談支援センターの業務内容に 

即して、偏りがないよう及び選出 
        → メンバー（案）は裏面参照のこと 
 
 ３ 事 務 局  事務局は障害者支援課が担うこと 
 
 ４ 評価方法 量的・質的両面からの評価とすること 
        結果・効果だけでなく、業務のプロセスにも着目すること 
        利用者からのフィードバックを活用すること 
        評価表の作成や活用については、運営協議会にて協議の上決定すること 
        （例：ＰＤＣＡ等） 
 
 ５ 項  目  （１）相談支援に関すること 
        （２）権利擁護に関すること 
        （３）居住支援に関すること 
        （４）地域の相談支援体制の整備に関すること 
          ①困難事例検討会 
          ②地域課題・ニーズの分析・検討・把握 
          ③人材育成に関すること 
        （５）計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に関すること 
 
 ６ そ の 他 評価だけではなく伴走・育成・支援の機能をもたせること 

 
以上 
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委員氏名 団体名 委員分類

1 朝比奈　ミカ 中核地域生活支援センター　がじゅまる 相談支援事業者

2 中里　仁美 社会福祉法人南台五光福祉協会 相談支援事業者

3 武田　陽一 グループホーム等連絡協議会 サービス事業者

4 小原　邦子 千葉県市川健康福祉センター 精神保健福祉関係者

5 髙木　憲司 和洋女子大学 学識経験者

6 西村　拓士 障害者就業・生活支援センター　いちされん 就労支援関係者

7 大井　好美 障害者団体連絡会 障害者団体

8 山﨑　泰介 社会福祉法人市川市社会福祉協議会 権利擁護・地域福祉関係者

9 保戸塚　陽一 こども発達支援センターやわた 障害児支援関係者

基幹相談支援センター　運営協議会　メンバー（案）一覧
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こどもに関する会議の現状と今後のイメージ
【会議名】と【内容】の比較

平成29年11月14日

発達支援課

現状 平成30年度～（案）

　重症心身障害児者の支援について検討、情
報交換等を実施している。

重心サポート
会議

　市川市において、地域で暮らす障害児の健
やかな育成とその家族の福祉の向上を目指
し、地域における障害児とその家族の支援体
制に関する協議や検討を行っている。
　また、この会議の中に「事業所情報交換会」
があり、そこでは市内の障害児支援を行ってい
る事業所のほとんどが集まり情報交換等を
行っている。

①支援体制の構築
②地域における関係機関の連携体制の構築と強化
③児童一般施策との連携体制の構築と強化
④障害児支援に携わる関係者間の情報交換や支援者研修のあり方
⑤地域の中にある官民のフォーマル及びインフォーマルな支援や
サービス資源に関する情報交換と実態把握
⑥地域課題や地域ニーズについての情報交換と把握、施策提言
⑦虐待等への対応協議

　
こ
ど
も
部
会

部
会
に
関
係
す
る
会
議
等

自立支援協議会
相談支援部会

障害児支援
連絡会

児童発達支援
センター会議

　市内4つの児童発達支援センター（やわた・そ
よかぜ・あおぞら・おひさま）による情報交換
等。

自立支援協議会
相談支援部会

こども発達
支援会議

　保健、福祉、教育の分野において、心身の発
達に心配や不安のあるこどもに対する施策を
実施するなかで、担当者が一堂に会して、情報
の共有と支援の方向性、役割を明確にし発達
支援の推進を図ることを目的に開催。
　行政主体だったが、平成28年度から自立支
援協議会の関係機関も参加している。

自立支援協議会

　放課後等デイサービス事業所を中心に、
学齢期～18歳までの支援等に関すること

　児童発達支援センターと児童発達支援事
業所を中心に、就学前までの支援等に関す
ること

　重心児と医療的ケア児（18歳まで）の支援
等に関すること
※「医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保
育・教育等の関係機関の協議の場の設置」に対応

※障害児支援連絡会で行っている情報交
換会をそのまま残す

放課後デイ連絡会
（学齢期～18歳支援）

児童発達支援連絡会
（就学前支援）

医ケア連絡会

障害児支援連絡会
情報交換会

こども部会 
幹事会 

この会議の中で、重心児・医療的ケア

児に関する情報交換等も行っている。 



 市川市自立支援協議会の関係図（平成30年度案） 

行 政 

（事務局） 

 

庁
内
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 行政が設置した協議会やネットワーク等 
 

 市川市家庭等における暴力等 
 対策ネットワーク会議 

市川市自立支援協議会 

就労支援関係者 

生活支援部会 

相談支援部会 

就労支援部会 

市川市障害者
団体連絡会  

日中活動連絡会 

ＧＨ等連絡協議会 

地域移行支援協議会 

居宅支援連絡会 

重心サポート会議 

福祉的就労会議 
就労支援担当者会議 

幹事会 

個別支援会議 

個別支援会議 

個別支援会議 

ニーズ・課題・困難ケース等 

一般就労 
福祉的就労 

権利擁護連絡会 障害児支援連絡会 

市川市社会福祉審議会 

障害者福祉専門分科会 

Is-net 

こども部会 

権利擁護・ 
地域福祉関係者 

障害児支援関係者 

相談支援事業者 

障害者団体 

サービス事業者 

学識経験者 精神保健福祉関係者 
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（仮称）放課後デイ連絡会 

（仮称）児童発達支援連絡会 



相談支援部会 

H29.11.14 

 

〇各関連会議からの報告  ＊別紙参照 

 ①市川障害児者相談支援事業所連絡協議会（Is-net） 

 ②権利擁護連絡会 

 ③地域移行支援協議会 

 ④障害児支援連絡会 

 ⑤重心サポート会議 

 

〇社会福祉審議会 障害福祉専門分科会報告 

 

〇虐待・差別通報報告 

通 報 Ｈ28 Ｈ29 
（4～10月） 

報告事例 

虐
待 

通報 19件 22件 痣について家族が自身の信念をもったケアで出来た様子（悪気はない） 
本人が「嫌・痛い」の訴えがある時は家族に本人の気持ちを伝え
ていくこと。 認定 1件 2件 

差 別 7件 4件 庁舎移転に伴う送迎バスの利用制限について。 
車いすの利用が出来ない場合は個々に相談してほしい。 

 

〇GSV半期報告 

上半期の事例報告及び地域課題について 

14件実施 （精神：7件,知的：1件,身体：1件,難病：1件,児童：4件） 

①市川の社会資源不足 

  身体系通所先，SS受け皿，一人で住める場所がない，強度行動障害者の受入れ先 

 ②資源があってもうまく使いこないせていない 

  ピアヘルパー，えくる 

 ③計画相談の底上げ、改善 

  連携、情報収集ができない（新人等） 

＊現在、H25～5年分の分析・分類中。 改善に向け取り組んでいきたい。 

 

〇各プロジェクト取組報告 

 【プロジェクト 1】 ガイドライン改訂 

  ・相談窓口 ポイントの見直しと関係する箇所の変更 

  ・基幹相談支援センターえくるのページ変更 
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  ・ライフサポートファイルについてのページ変更  等 

 

 【プロジェクト 2】 ガイドライン研修 

  全 3回 17：30～20：30 急病診療・ふれあいセンター2階 集会室 

  ・1回目 平成 30年 1月 12日（金） 

       前年度同様 理念・概念の理解（保戸塚氏・山﨑氏） 

  ・2回目 平成 30年 1月 26日（金） 

       虐待と差別 事例検討、演習 

       経済的虐待事例 演習・ロープレ 等 

  ・3回目 平成 30年 2月 9日（金） 

       発達障害の理解とアセスメントの着眼点 講義・事例検討 

 

 【プロジェクト 3】 人材確保、育成、啓発及び拠点事業への取組  

  ・各関連協議会等との情報交換会終了。全 10団体 延べ 233名からの意見を集約し課題を抽出し

項目分けを行い、取組について 3つに分けた。 

   1つめ 行政での検討案件 

    〇管理者・経営者への依頼（研修・指導・育成） 

     セルフプラン減少、人材の確保、新規立ち上げについて考えてほしい。 

     ⇒実施できるように早急に検討したい。 

    〇 モニタリング件数 40件/月 加算（手当） 

     ⇒現状では難しい。 

    〇アセスメントシートの再作成 

     行政、えくる、事業所 共有のシートを使用し、きちんと聞き取り、次につなげれるように

したい。 

     ⇒現在、えくるにて現状の“紹介シート”を改良中。行政にて必須項目の確認後、Is-netにて

確認していく予定。 

    〇 行政職員の相談業務の質・整備 

     マニュアルの早期作成 

     ⇒支給量の部分が確定していないため、早急には難しい。 

      実務者からの必要性についての声も上がっているため、一つの案として、Is-netの会員に

て基本的な対応について、共有できる仕組みをつくってはどうか？Is-netに検討提案を行う。 

    〇 認定調査委託 

     ⇒予算もあるため、行政にて検討。 

    〇 医師の意見書の開示 
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      計画作成する上で本来必要なもの 

      ⇒近隣他市を確認しつつ検討中。 

    〇行政との連携、共有、期待すること 

     ⇒Is-netのホームページの利用依頼も視野に入れ、検討。 

   2つめ 今年度取組開始案件 

    〇 優良事業所を表彰（確保） 

     他市のように補助金も出ないため、どうにか、がんばっている事業所に何かできる事はない

か？ 

     ⇒一定の条件を満たした事業所に行政より“認定”を出しホームぺージで UPすることはどう

か？目標値、認証基準を含め可能か否か検討する。 

    〇障害分野別技術能力の向上（育成） 

     ⇒関係する既存の研修会を収集・整理を行う。 

      研修内容と時期の検証を行い、研修体系を作成しては？ 

    〇知名度を上げる（啓発） 

     検討中 

    〇計画相談の周知・連携（啓発） 

     学校・保護者・サービス事業所・医療機関・学童等 

     ⇒優先順位を決めて順次取り組んでいきたい 

    〇家族支援（啓発） 

     ・老障家庭の課題 

      ⇒検討中 

     ・公立施設へ通所している方の家族 

      ⇒行政にて相談支援及びセルフプランと計画相談について説明の場を依頼し検討となる。 

    〇コミュニケーション支援のバリア 

     検討中。 

      情報提供として無料アプリの 音声翻訳（多ヶ国語）や聴覚障害者とのコミュニケーション

支援として音声認識で文章化されたり指で書いてそのまま表示されるもの等を紹介 

   3つめ次年度以降再検討案件（制度改正、次期計画後） 

    〇警察介入事例（拠点事業） 

    〇相談支援専門員の人材配置に対する助成（確保）及び基本相談を受ける際の保障 

     ⇒報酬改定の動向と Is-netで行う予定の事業所実態調査を参考にさせて頂き再検討。 
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IS-net 活動報告 
 

【幹事会】 
日時 ： 平成２９年９月８日（金）１０：００～１２：００ 
場所 ： 障害者支援課支援ルーム（急病診療・ふれあいセンター３F） 
議事 ： ①CSK・・・７月・８月役員会報告 
           １０月２日（水）視察クリニック（市川市）予定。 

②ぶっちゃけ会・・・第２回ぶっちゃけ会報告 → 別紙参照 
③研修・・・10 月研修会（外部講師）について テーマ『被虐待児・者の心理と対応について』 
④保戸塚会長より・・・相談支援事業所実態調査について 
          ・市川市における相談支援体制整備に関する意見等について 

 → 別紙参照 
       ⑤サポート事業報告・・・７月１０日（月）・８月２日（水）実施 

⑤内野会計より・・・立替・研修等請求書について 
⑥事務局より・・・１１月情報交換会について 
         １１月２日（木）実施予定。内容：市川市からの情報提供。 
        ・事業所ツアーについて 

１０月３１日（火）８：４０～１５：００実施 
         見学先：八幡学園・陽・咲楽苑 
        ・新規会員について 

正会員：合同会社ニューウエーブほっとネット 
特別会員：社会福祉法人南台五光福祉協会なしねっと 

⑦次期役員選考委員より・・・前年度役員だった西野氏の補充も含め、平成３２年度役員の交代

を視野に平成３０年度は役員を増やす予定で動いている。 
 
【第２回ぶっちゃけ会】 
日時 ： 平成２９年７月１９日（水）１８：００～２０：００ 
場所 ： 市川市福祉公社 ミーティングルーム 
内容 ： 怒涛のぶっちゃけトーク～日頃のうっぷんを発散しましょう～ 
     事業所紹介～改めて自分の所属法人を参加者に紹介しましょう～ 
参加者： 会員９名 
 
【初任者向け基礎講座（第２回）】 
日時 ： 平成２９年７月２８日（金）１６：３０～１８：００ 
場所 ： 勤労福祉センター（本館） 
内容 ： 「相談支援ってどうするの？」実務の手順と内容の概要 
 
【初任者向け基礎講座（第３回）】 
日時 ： 平成２９年８月２５日（金）１６：３０～１８：００ 
場所 ： 勤労福祉センター（本館） 
内容 ： 「どんなサービスがあるの？」障害福祉サービスと障害児通所支援の概要 

以上 
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市川障害者権利擁護連絡会からの報告（平成２９年１１月１４日本会用） 

 

１．「市川市における後見支援センター設立のお願い」について 

  ８月２１日付けで、市川市と市川市自立支援協議会に要望書を提出。 

 

２．平成２９年８月３１日 権利擁護連絡会定例勉強会報告 

  ・時間  １０時～午後３時 

  ・場所  全日警ホール 

  ・参加者 後見相談担当室２名  家族会９名 

  ・成年後見セミナーについて 

       １１月１０日に開催。男女共同参画センターにて。１０時～１２時半 

講師は酒井伸昭司法書士 

「私の思いを伝える～後見そして相続、遺言～」 

 

  ・「障害のある人と成年後見～家族の思いを伝える～」家族会による小冊子の改訂版の作製。 

   この冊子は、市民後見人養成講座でも使われ、活用されている。後見を取り巻く状況の 

変化にあわせて、「後見をつける前に知っておくこと」を付け加えるとともに、事例集の中に 

日常生活自立支援事業を使った例や、後見人を含めたチームでの解決の例などを加えた。 

１０日のセミナーにて、説明をする。その後、この冊子の広報に努める。 

   

３．平成２９年１１月９日 相談支援部会にて情報提供 

  ○ＰＡＣ―ガーディアンズの定例勉強会の案内 

    ・講演  「成年後見制度利用促進法」を学ぶ 

    ・講師 内閣府  成年後見利用促進担当室参事官  須田 俊孝 

        現在の後見制度が持つさまざまな課題について。それらを解決していく方法につ

いて。後見に関する地域ネットワークの構築の必要性とともに、それらを推進し

ていく中核的存在について、説明をしていただく。（問い合わせ 竜円まで） 

 

以上 

※次回定例会は未定。 
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地域移行支援協議会について報告 

  

 サンワーク相談支援事業所じょいたむ 松田 武丈 

平成 29年 8月 24日（木）10月 26日(木)１５時半～サンワーク南八幡ワークスにて開催された 「平成２９年度 第３回、第 4

回地域移行支援協議会」について以下のとおり報告致します。 

 

１．基幹相談支援センターえくる様より (8月 24日) 

従来の相談業務に加え障害福祉分野のネットワーク作り、地域移行支援、地域定着支援の推進に関する業務を

行う観点より「いちかわ退院促進掘り起しチーム」提案 

主旨：精神科病院に長期（1～5年程度）入院中の方への地域移行支援を市川の相談支援機関が連携してサポート

する。サンワーク相談支援事業所を窓口に設定。通常の退院支援と同じく福祉サービスの調整 日中活動探し 

住居探しをする。基幹病院、千葉 PSW 協会、保健所などにも相談しながら連携をとりたい。協力体制を作り、各

病院をまわる。院内の定期的なワーカーのミーティングの場などに入っていきたい。退院させられるだろうか？

の方も視野に入れ取り組んでいきたい。今後浦安市基幹とも連名で動きたい。 

■進捗状況報告（10月 26 日） 

名称を「YOU＆Ｉ地域移行プロジェクト」に決定。両市の基幹も入って動き出したところ。総武病院に行って

話をしたが連絡はまだない。ソーシャルワーカーにも話しながら掘り起しを進めていく予定。浦安市の基幹とも

相談しながら今後どこの病院に行くかを検討していく。 

 

２． 精神障害をお持ちの方を対象とした地域包括ケアシステムの構築について 

（市川市障害者支援課 池澤様よりご説明とご依頼）新たな障害福祉計画を策定するにあたり基本指針の中に精神

障害者の方にも対応した地域包括ケアシステムの構築が成果目標として掲げられており、市川市としては当地域

移行支援協議会を、システム作りをする協議の場として位置づけさせてほしいという依頼があり受諾。今後協議

の場となるが協議会としての基本路線は同じ。地域包括ケアシステム作りに向けて議論を重ねながら動向を検討。

不足な社会資源、仕組みの整備など市川市としては政策的課題として把握できるようなシステムの構築を目指し

たいとのこと。 

 

３．29年度 事業所見学会について 

退院後の地域生活において利用可能な社会資源を知ってもらうことを目標に、医療スタッフ（医師、看護師、

薬剤師など）の方を主に対象。以下日程 

Ｍネット 11月 15日 ほっとハート 12月 8日 サンワーク 12月 14日  

それぞれ日中活動の場を中心に見学を予定。 

 

４．事例検討会開催 …現在地域移行利用中のケースについてケース検討（8月 24日） 

■10月 26日～進捗状況報告 

退院となり地域定着支援にサービスを切り替え、今後地域生活の支援を行うことになる。 

 

５．9月 29日(金)開催 中山病院 院内研修について報告(10月 26日) 

院内研修の一環として主に院内スタッフを対象に事業内容の説明、実践例の紹介、地域移行支援を実際に利用

して退院した当事者の方に体験談を語ってもらった。 

病棟の中に入って患者様に直接話が出来れば地域移行の促進に繋がるだろうと現場の方の声もあり今後介入

するきっかけを作りたい。 
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                     H29/11/14 自立支援協議会提出資料 

 

障害児支援連絡会・活動報告 

 

○１０月２４日（10:00～12:00）に情報交換会を実施しました。 

（当日の参加者） 

・特別支援学校、教育委員会、市川市社協、市川市保健センタ－、発達支援課、障害 

者支援課、障害児支援関係事業所の関係者計７０数名。 

（当日の次第（抜粋）） 

・事務連絡： 
発達支援課より、ライフサポ－トファイルの普及と活用への協力依頼、セミナ－

に関する広報等について。 

    障害者支援課より、関連するセミナ－及び研修会の広報について。 
・シンポジウム形式の意見交換会： 

  須和田の丘支援学校及び県立市川特別支援学校のコ－ディネ－タ－（２名）によ 

  る基調講義 

        各校の紹介ＶＴＲの映写および解説等と、学校側からの福祉事業所等への質 

    問等の提示 

        福祉事業所側からの学校側への質問等の提示 

        意見交換 

        まとめ 

（意見交換の内容（概略）） 

・質問事項については双方で回答し合うようにしながら意見交換を行いました。 

・学校側からの福祉事業所への質問等の内容について 

  放課後デイ事業所では、年少生徒と年長生徒をどのように対応しているのか。 

  放課後デイ事業所の送迎の際に、「一人送迎」の事業所があるが、事故等の際の 

  対応等はどうしているのか？ 

   就学に向けた情報提供はされているのか？ 

  性に対する対応はどうしているのか？性教育を実施したりするのか？ 

  スマイルプランについて認知されているのか？ 

    保護者の事情で登下校が難しい生徒がいて、結果として不登校になったりしてい 

  る。通学に関する福祉支援はないのか？ 

  生徒の怪我に関する学校及び事業所の保護者への連絡の方法について。 

・福祉事業所から学校側への質問等の内容について 

  関係者会議等への教員等の参加は可能なのか？また、どのように依頼すれば良い 

  のか？ 

  学校は放課後デイに何を期待しているのか？ 

    保護者や家族への学校側の支援体制はどのようになっているのか？ 

  予定されている下校時間がばらつくことがあるが何故なのか？ 

  卒業生に対するフォロ－やケアはどうしているのか？ 

  サ－ビス利用計画や障害児支援利用計画を知っているのか？ 

  情緒学級ではどのような生徒が在籍しているのか？どのような教育をしているの 

  か？ 

    市内の支援学級や支援学校の設置状況について。 

 

 

                            （保戸塚 記） 
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平成 29 年 11 月 14 日 
自立支援協議会生活支援部会 

 
生活支援部会報告 

 
 生活支援部会より、下記について報告いたします。 
 
１ 地域生活支援拠点に関する検討について 
 今年度生活支援部会として地域生活支援拠点について引き続き検討を重ねてきました。

（地域生活支援拠点の基本的な機能については、報酬改訂資料の P8 をご参照ください） 
 今後、具体的な内容の検討を行うにあたり、対象別、状況別の拠点のあり方に関するた

たき台を作成するため、ワーキングチームを作り、部会とは別に、協議の場を持ち、検討

することとなりました。 
 下記（１）（２）の２つのワーキングチームにて活動することを予定しています。 
（１） 主に知的障害がある方、重心の方についての検討  

対象者：家族がいるが高齢化している。緊急時に備えた仕組が必要である 
   拠 点：登録制 

体験宿泊が可能であることが望ましい  
事前にコーディネイターが状況を把握している 

（２） 主に精神障害がある方、重心で他の制度の利用があまりない方についての検討 
対象者：障害等はあるが、何とか生活してきていた 
    もしくは家族も含め非常に不安定で支援の継続が困難 
拠 点：事前登録制になじまない 突発的 

医療（入院）との住み分けが難しい 
入院には至らない場合の利用に限りたい 
体験宿泊は重要だが、トラブル等が予測される 
コーディネイターの事前把握が困難もしくは対応に苦慮する可能性あり 

共通する課題としては、下記があげられる 
・コーディネイト（相談や泊まる場の調整）のあり方 
・宿泊の場のスタッフの確保 
・情報共有や連携の方法（個人情報も含め） 
 

２ アンケート調査について（添付資料有り） 
  グループホーム連絡協議会および日中活動連絡会からの提案による調査について、自

立支援協議会生活支援部会として協力し実施することについてご了承いただけるとあり

がたいです。調査結果については後日報告いたします。 
 
３ 地域生活支援拠点に関する資料の共有について 
  国の報酬改訂に関する会議資料で地域生活支援拠点について触れていますので、共有

いたします。 

資料 3-2 
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平成２９年１１月吉日 

市川市通所施設利用者・職員の皆様 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当：グループホーム等連絡協議会） 

 

趣意書 

（市川市グループホームニーズ調査） 

 

拝啓 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度は市川市自立支援協議会・生活支援部会におきまして市川市内グループホームに関するご意見の把

握と、今後の障害福祉、特に住まいの場の課題の抽出と、市政への提言を目的と致しまして、グループホームニ

ーズ調査を執り行う運びとなりました。 

つきましては、貴事業所に通所なさっているご本人・ご家族のグループホームへのご希望・思い及び、ご本人の

支援者様のご意見をお伺いしたいと存じます。 

 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが 2 月 28 日までに貴事業所で取りまとめのほどよろしくお願いいたしま

す。なにとぞご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

 

１．対象者 市川市民かつ、現在グループホームに入居していない方 

２．調査方法 

  【利用者・ご家族の皆様】 

「グループホームについてのアンケート①」をご記入の上、施設職員様へご提出。 

【支援者の皆様】 

 「グループホームについてのアンケート②」をご記入の上、貴事業所にて 

「アンケート①」と「アンケート②」を利用者ごとに取りまとめのご協力を 

お願いいたします（3 月 1 日以降、担当者が回収に伺います。）。 

 

３．問い合わせ先 

  市川圏域グループホーム等連絡協議会事務局 

  社会福祉法人 市川レンコンの会 グループホーム等支援ワーカー 武田 陽一 

  （047-314-1151） 
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平成２９年１１月吉日 

市川障害児者相談支援事業所連絡協議会の皆様 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当：グループホーム等連絡協議会） 

 

市川市グループホームニーズ調査ご協力のお願い 

 

拝啓 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度は市川市内グループホームに関するご意見の把握と、今後の課題の抽出を目的と致しまして、グル

ープホームニーズ調査を執り行う運びとなりました。 

つきましては、居宅介護ご利用のご本人・ご家族のグループホームへのご希望・思い及び、ご本人の支援者様の

ご意見をお伺いしたいと存じます。 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが２月２８日までに貴事業所で取りまとめのほどよろしくお願いいたしま

す。なにとぞご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

１．対象者 ①市川市民 ②居宅介護のみの利用者 ③アクセス・いちされん未登録者 

      ①②③いずれの条件も満たす方 

２．調査方法 

  【利用者・ご家族の皆様】 

「グループホームについてのアンケート①」をご記入の上、ご利用の「相談支援事業所」様へご提出。 

【支援者の皆様】 

 「グループホームについてのアンケート②」をご記入の上、貴事業所にて 

「アンケート①」と「アンケート②」を利用者ごとに取りまとめのご協力を 

お願いいたします。ご提出は IS ネット事務局中里様へお願いいたします。 

(メールでのご提出の場合、nakazato-h@minamidaigoko.jp まで 

FAX でのご提出の場合、０４７－３３９－５５６１【やまぶき園】まで ) 

 

３．問い合わせ先 

  市川圏域グループホーム等連絡協議会事務局 

  社会福祉法人 市川レンコンの会 グループホーム等支援ワーカー 武田 陽一 

  （047-314-1151） 

  市川障害児者相談支援事業所連絡協議会事務局長 

  社会福祉法人 南台五光福祉協会 やまぶき園 中里 仁美（047-320-7241） 
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平成２９年１１月吉日 

市川市通所施設利用者・職員の皆様 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当：グループホーム等連絡協議会） 

 

市川市グループホームニーズ調査ご協力のお願い 

 

拝啓 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度は市川市内グループホームに関するご意見の把握と、今後の課題の抽出を目的と致しまして、グル

ープホームニーズ調査を執り行う運びとなりました。 

つきましては、貴事業所に通所なさっているご本人・ご家族のグループホームへのご希望・思い及び、ご本人の

支援者様のご意見をお伺いしたいと存じます。 

 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが 2 月 28 日までに貴事業所で取りまとめのほどよろしくお願いいたしま

す。なにとぞご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

 

１．対象者 市川市民かつ、現在グループホームに入居していない方 

 

２．調査方法 

  【利用者・ご家族の皆様】 

「グループホームについてのアンケート①」をご記入の上、施設職員様へご提出。 

【支援者の皆様】 

 「グループホームについてのアンケート②」をご記入の上、貴事業所にて 

「アンケート①」と「アンケート②」を利用者ごとに取りまとめのご協力を 

お願いいたします（3 月 1 日以降、担当者が回収に伺います。）。 

 

３．問い合わせ先 

  市川圏域グループホーム等連絡協議会事務局 

  社会福祉法人 市川レンコンの会 グループホーム等支援ワーカー 武田 陽一 

  （047-314-1151） 
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平成２９年１１月吉日 

こころの健康を守る家族会松の木会の皆様 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当：グループホーム等連絡協議会） 

 

市川市グループホームニーズ調査ご協力のお願い 

 

拝啓 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度は市川市内グループホームに関するご意見の把握と、今後の課題の抽出を目的と致しまして、グル

ープホームニーズ調査を執り行う運びとなりました。 

つきましては、松の木会様に関わるご本人・ご家族のグループホームへのご希望・思い・ご意見をお伺いしたい

と存じます。 

 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが 2月 28日までに遠藤様で取りまとめのほどよろしくお願いいたします。

なにとぞご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

 

１．対象者 市川市民かつ、訪問看護以外の障害福祉サービス未利用の方 

 

２．調査方法 

  「グループホームについてのアンケート①」をご記入の上、遠藤様へご提出。 

（3 月 1 日以降、担当者が回収に伺います。）。 

 

３．問い合わせ先 

  市川圏域グループホーム等連絡協議会事務局 

  社会福祉法人 市川レンコンの会 グループホーム等支援ワーカー 武田 陽一 

  （047-314-1151） 
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平成２９年１１月吉日 

特定非営利活動法人いちされんの皆様 

いちされん・アクセスご登録者様 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当：グループホーム等連絡協議会） 

 

市川市グループホームニーズ調査ご協力のお願い 

 

拝啓 

皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度は市川市内グループホームに関するご意見の把握と、今後の課題の抽出を目的と致しまして、グル

ープホームニーズ調査を執り行う運びとなりました。 

つきましては、いちされん・アクセスへご登録なさっているご本人・ご家族のグループホームへのご希望・思い

及び、ご本人の支援者様のご意見をお伺いしたいと存じます。 

 

ご多忙の中、大変恐縮ではございますが 2 月 28 日までに貴センターで取りまとめのほどよろしくお願いいたし

ます。なにとぞご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

 

１．対象者 市川市民かつ、現在グループホームに入居していない方 

 

２．調査方法 

  【ご登録者・ご家族の皆様】 

「グループホームについてのアンケート①」をご記入の上、いちされん・アクセス様 

へご提出。 

【支援者の皆様】 

 「グループホームについてのアンケート②」をご記入の上、貴センターにて 

「アンケート①」と「アンケート②」を利用者ごとに取りまとめのご協力を 

お願いいたします（3 月 1 日以降、担当者が回収に伺います。）。 

 

３．問い合わせ先 

  市川圏域グループホーム等連絡協議会事務局 

  社会福祉法人 市川レンコンの会 グループホーム等支援ワーカー 武田 陽一 

  （047-314-1151） 
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グループホームについてのアンケート①（本人・家族のみなさま） 

注：既にグループホームに入居されている方は回答の必要はございません。 

作成：市川圏域グループホーム等連絡協議会 

 
氏名のイニシャル（   ・     ） 性別 男・女  
障害支援区分（非該当・１・２・３・４・５・６・未認定） 
年齢 １０代・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代以上 
障害種別（所持している手帳） 身体・知的（療育）・精神保健福祉・手帳なし 
 

 
グループホーム利用について伺います。 

 
グループホームとは？ 

身体障がい・知的障がい・精神障がいなどの方が、世話人の支援を受けながら 
地域のアパート・マンション・一戸建てなどで生活する居住の場です。 

入所施設と異なり、数人単位で普通の住宅で暮らす場です。 

 
 

１．将来グループホームの利用を希望しますか？（〇印をつけてください） 
はい（→２へ）・いいえ（→４へ） 

 
２．１で「はい」とお答えになった方にお聞きします。 
  グループホームへの入居時期はいつごろをお考えですか？（〇印をつけてください） 
  すぐ・一年以内・１～２年以内・２年～３年以内・３～４年以内・将来的に・よくわからない 

 
３．グループホームを希望する主な理由をお聞かせください 
  自立に向けて・なんとなく安心・家族による介護が困難・世帯分離が必要・ 

入院、入所施設の次の住まいとして 
その他（具体的に：                         ） 

 
４．すべての方にお聞きします。 
  相談支援事業所でサービス等利用計画を相談支援専門員さんに作ってもらっていますか？ 
  （〇印をつけてください） 
  はい・いいえ・セルフプラン・よくわからない 

 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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グループホームについてのアンケート②（支援者の皆様） 

注：既にグループホームに入居済みの対象者は回答の必要はありません。 

 

作成：市川圏域グループホーム等連絡協議会 

利用者氏名イニシャル（    ・    ） 性別 男・女  
障害支援区分（非該当・１・２・３・４・５・６・未認定） 
年齢 １０代・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代以上 
障害種別（所持している手帳） 身体・知的（療育）・精神保健福祉・手帳なし 
 

差し支えなければ支援者の方の事業所をお聞かせください 

（事業所名：         ）   

 

グループホーム利用について伺います。 
１．この方はグループホームを利用した方が良いと思われますか？ 

はい（→２へ）・いいえ（→７へ） 

２．１で「はい」とお答えになった方にお聞きします。 

  グループホームへの入居時期はいつごろだと思いますか？（〇印をつけてください） 

  すぐ・一年以内・１～２年以内・２年～３年以内・３～４年以内・将来的に・よくわからない 

３．グループホームを利用した方が良い客観的な理由をお聞かせください 

  家族による介護が困難・自立に向けて・世帯分離が必要・入院、入所施設の次の住まいとして 

  なんとなく安心・その他（具体的に：                         ） 

４．この方にふさわしいグループホームの住居タイプをお聞かせください（〇印をつけてください） 

  一軒家タイプ・２LDK 等アパートタイプ・ワンルームタイプ・よくわからない 

  その他（具体的に：                           ） 

５．この方にふさわしいグループホームの夜間支援体制についてお聞かせください。（〇印をつけてください） 

  夜勤従事者あり・宿直従事者あり・主に夜間電話対応・よくわからない 

  その他（具体的に：                       ） 

６．この方のグループホームの利用目的はどれだと思いますか？（〇印をつけてください）（回答後８へ→） 

  終の棲家として・単身生活へのステップアップの場として・よくわからない 

  その他（具体的に：                          ） 

７．１で「いいえ」とお答えになった方にお聞きします。 

  この方の将来的な住まいをどのようにお考えですか？（〇印をつけてください）（回答後８へ→） 

  入所施設・支援なしの単身生活・支援（ヘルパー等）ありの単身生活・現在の住まいのまま・ 

  友人と暮らす・結婚して所帯を持つ・特に考えていない 

  その他（具体的に：                           ） 

８．すべての方にお聞きします。 

  相談支援事業所でサービス等利用計画を相談支援専門員さんに作ってもらっていますか？ 

  （〇印をつけてください） 

  自分が相談支援専門員・はい・いいえ・セルフプラン 

 

ご協力ありがとうございました
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平成２９年１１月 吉日 

日中活動事業所各位 

市川市自立支援協議会 

生活支援部会 

（担当 日中活動連絡会） 

 

“高齢家族（利用者が 50 歳以上）に関する調査”の実施について（依頼） 

 

 晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

さて、市川市自立支援協議会「生活支援部会」では、“いちかわハートフルプラン”

にも掲げております「地域生活支援拠点事業」について、検討を進めております。市

川市において、「地域生活支援拠点」を整備していく上では、特に「高齢家族」への対

応が、喫緊の課題として考えられています。 

そこで、「生活支援部会」では、「地域生活支援拠点」構想の足掛かりとして、まず

は、高齢家族への実態調査をさせて頂くことになりました。 

つきましては、本調査は、“高齢家族に関する調査”という特徴から、利用者及び家

族への調査では、負担が大きいと思われる為、日々利用者の皆様と接している日中

事業所のご協力を仰ぎたいと考えました。そこで、本調査は、日中活動連絡会が担当

し、下記の要領にて実施させて頂きたいと存じますので、ご理解ご協力の程、よろしく

お願い申し上げます。 

ご回答頂きました結果につきましては、統計的な処理を行ったうえで、実態把握基

礎データとして、「地域生活支援拠点事業」の整備、また、将来的な暮らしの場を考察

するうえでの基礎資料として活用させていただきますのでよろしくお願いします。  

 
記 

１、調査対象  市川市内日中活動事業所（指定事業所単位）及び障害者就労支援

センター「アクセス」（利用者の年齢が５０歳以上の高齢家族） 

２、調査期間  平成 29 年 11 月～12 月 20 日 

３、回答期限  平成 29 年 12 月 20 日（水） 

４、送付先    返信用 メールアドレス ibuki1987@rose.plala.or.jp  

           （別紙回答用紙のみ送信して下さい。） 

５、お問合わせ  日中活動連絡会 

幹事 森田 ３７１－４１７２ （ぽらりす内） 

    関口 ３９６－６８８６ （ふれんど舎内） 
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      高齢家族に関する実態調査        ２０１７．１１．吉日 

１． 調査目的 

市川市における日中活動事業所利用者の家族の高齢化について実態を調査し、将来的な

暮らしの場の整備及び地域生活拠点事業を考察する上での基礎資料とする 

２． 調査対象 

市内日中活動事業所・市川市障害者就労支援センター「アクセス」 

３． 調査方法 

調査用紙配布及び回収（電子メール） 

４． 調査時期 

平成２９年１１月～１２月２０日 

５． 調査内容 

項目 内容 備考 

事業者のこと 法人名 

事業所名 

住 所 

主な利用者 

サービス種別 

定員 

契約者数 

５０歳以上の利用者数 

基礎情報 

５０歳以上の利用者に

ついて 

性別  

障害種別 身体・精神・知的・その他 

年齢  

現在の暮らし方 父母との同居の有無 一人暮らし ＧＨ 

健康状態 医療の必要性 

通所の頻度 通所が可能な状態であるか？ 

通所方法 送迎の有無 

サービスの利用状況 移動支援、居宅、計画相談、介護保険等 

短期入所の利用状況 緊急時及び 1 年以内の利用状況 

家族(介護者)について 

 

父  同居の有無・年齢・健康状態 

介護保険利用状況 

母 同居の有無・年齢・健康状態 

介護保険利用状況 

その他   
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            高齢家族に関する調査（記入注意事項）     ２０１７．１０．２６ 現在 

                                        （回答は別紙回答データシートへ記入して下さい） 

Ⅰ．法人名 

 

Ⅱ．事業所名   

  住  所 

  電  話 

  記入者名 

注意点 アンケートは、指定事業所単位でご回答ください。（主たる事業所が、従たる事業所分もまとめて記入します。） 

多機能の場合はサービスごとに回答用紙を替えて記入します。回答は 1 つのサービスごとの回答となります。  

 

Ⅲ．主な利用者（複数回答可） 

① 身体障害 ② 精神障害 ③ 知的障害 ④ その他 

 

Ⅳ．サービス種別  

① 生活介護   ② 就労継続支援 B   ③ 就労継続支援 A   ④ 自立訓練（機能訓練）  ⑤ 自立訓練（生活訓練） 

⑥ 就労移行支援   ⑦ 地域活動支援センター   ⑧ その他 

注意点 多機能の場合、サービス種別ごとに分けて、回答用紙は別に記入します。 

 

Ⅴ．定員  〔        名〕 契約者数〔        名〕  ５０歳以上の利用者数 〔        名〕 

注意点 サービス種別ごとの定員を記入します。  
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●５０歳以上の利用者について質問します。（利用者１人につき、全設問にご回答をお願いします。）    

 

設問 1  

５０歳以上の利用者の性別をお答え下さい。   

① 男性  ② 女性 

 

設問２  

５０歳以上の利用者の障害種別をお答えください。 

① 身体障害  ② 精神障害  ③ 知的障害  ④ その他 

 

設問３  

５０歳以上の利用者の年齢をお答えください      

① ５０歳以上 ６０歳未満  ② ６０歳以上 ６５歳未満  ③ ６５歳以上  

 

設問４  

５０歳以上の利用者の現在の暮らし方をお答えください。 

 ① 父母と同居  ② 父と同居  ③ 母と同居  ④ 兄弟と同居  ⑤ 一人暮らし  ⑥ グループホーム  ⑦ その他 

 

設問５  

５０歳以上の利用者の健康状態及び通院の状況についてお尋ねします。 

（設問５－１） 疾病の有無についてお答えください。  

  ① 疾病あり  ② 疾病なし 
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（設問５－２）  定期通院（例：毎月、半年毎、1 年毎等）の有無についてお答えください。 

  ① 定期通院あり  ② 定期通院なし 

 

（設問５－３） 通院の付き添いは、どなたが行っていますか。（複数回答可） 

  ① 付き添いの必要なし  ② 父母  ③ 父母以外の家族  ④ 通所の支援者  ⑤ 居宅介護または移動支援スタッフ 

  ⑥ 相談支援専門員  ⑦ 不明   ⑧ その他 

 

設問６  

５０歳以上の利用者の通所状況についてお尋ねします。 

（設問６－１）1 ヶ月あたりの通所の頻度を教えてください。 

 ① ほぼ毎日  ② 週 4 日程度  ③ 週 3 日程度  ④ 週 2 日程度  ⑤ 週 1 日以下 

 

（設問６－２）この 1 年以内において、通所の頻度に変化がありましたか。 

 ① 増えた  ② 減った  ③ 変化はない 

 

設問７  

５０歳以上の利用者の通所方法を教えてください。 

 ① 自力通所  ② 家族による単独送迎  ③ 事業所の拠点送迎 ④ 事業所のドアツードア送迎  ⑤その他 

 

設問８  

５０歳以上の利用者が利用しているサービスを教えてください。（複数回答可） 

 ① 移動支援  ② 行動援護  ③ 重度訪問介護  ④ 居宅介護  ⑤ 短期入所  ⑥ 日中一時  ⑦ 計画相談  

⑧ 成年後見  ⑨ 訪問看護  ⑩ 介護保険  ⑪ その他  
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設問９ 

５０歳以上の利用者の家族の緊急時対応についてお尋ねします。 

（設問９－１）ここ 1 年以内において、家族の緊急時に短期入所を利用しましたか。 

① はい  ② 希望したが、利用できなかった。  ③ 希望しなかった。  

 

（設問９－２）家族の緊急時に、短期入所以外で対応したことはありますか。（複数回答可） 

 ① 日中事業所の職員が対応した。 ② 相談支援専門員と連携した。 ③ 親以外の親族が対応した。 ④ 何もできなかった。 

 

（設問９－３）家族の緊急時に、主に動いてくれた人は誰ですか。 

 ① 通所の支援者  ② 相談支援専門員  ③ アクセス  ④ えくる  ⑤ がじゅまる  ⑥ 障害者支援課  ⑦ その他 

  

設問１０ 

ここ 1 年以内において、定期的に短期入所を利用していますか。 

① はい  ② 希望しているが、利用できない。  ③ 希望していない。 

 

●上記ご回答の利用者について、そのご家族の状況について質問します。（利用者１人につき、全設問にご回答をお願いします。） 

 

設問１１  

父親の年齢についてお答え下さい。 

①７０歳未満  ②７０歳以上 ７５歳未満  ③７５歳以上 ８０歳未満  ④８０歳以上 ８５歳未満 ⑤８５歳以上 ９０歳未満 

⑥９０歳以上 ９５歳未満  ⑦９５歳以上 １００歳未満  ⑧１００歳以上  ⑨他界  ⑩不明 
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～設問１１で、⑨以外を選択した方に、以下の設問１２・１３・１４に答えてください。～ 

 

設問１２  

父親は利用者と一緒に暮らしていますか。 

① 一緒に暮らしている  ② 施設や病院等で暮らしている  ③ 不明 

 

設問１３  

父親の健康状態をお答えください。 

① 健康 ② 疾病あり ③ 認知症が疑われる ④ 不明 

 

設問１４  

父親の介護保険の利用状況をお知らせください。 

① 利用あり ② 利用なし ③ 不明  

     

設問１５  

母親の年齢についてお答え下さい。 

①７０歳未満  ②７０歳以上 ７５歳未満  ③７５歳以上 ８０歳未満  ④８０歳以上 ８５歳未満 ⑤８５歳以上 ９０歳未満 

⑥９０歳以上 ９５歳未満  ⑦９５歳以上 １００歳未満  ⑧１００歳以上  ⑨他界  ⑩不明 

 

～設問１５で、⑨以外を選択した方に、以下の設問１６・１７・１８に答えてください。～ 

設問１６  

母親は利用者と一緒に暮らしていますか。 

① 一緒に暮らしている  ② 施設や病院等で暮らしている  ③ 不明 
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設問１７  

母親の健康状態をお答えください。 

① 健康 ② 疾病あり ③ 認知症が疑われる ④ 不明 

 

設問１８  

母親の介護保険の利用状況をお知らせください。 

① 利用あり ② 利用なし ③ 不明     

 

           

 以上で質問は終了です。ご協力ありがとうございました。 



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情

に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

地域生活支援拠点等の整備について

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター
等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県

バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有 1



地域生活支援拠点等について
≪論点等≫

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第12回（H29.10.18） 資料３



① 地域生活支援拠点等の整備数について（予定含む）

② 整備類型について（予定含む）

（課題等）
※ 整備にあたって、備えるのが困難な機能として、「緊急時の受入・対応」、「専門的人材の養成・確保」が大宗を占めていた。
※ 今後の課題については、主に「地域の社会資源が不足していること、整備・運営に係る財源の確保」等があげられている。

地域生活支援拠点等の全国の整備状況について（平成２９年４月１日時点）（概要）

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、平成29年４月１日時点で、４６の自治体（障害保健福祉
圏域含む）において、整備されている。（全国の自治体数：1741、圏域数：141）

※ 障害福祉課調べ

平成29年４月１日時点で整備済み ３７市町村 ９圏域

平成29年９月末までに整備予定 ５市町村 ２圏域

平成29年度末までに整備予定 ７５市町村 ３２圏域

平成30年度に整備予定 ６４市町村 １１圏域

未定 １０２５市町村 ８７圏域

多機能拠点型 ２５市町村 ４圏域

面的整備型 ２８３市町村 ８５圏域

多機能拠点型＋面的整備型 ４５市町村 ３圏域

その他 ０市町村 ０圏域

未定 ８５３市町村 ４９圏域
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② 整備類型について（予定含む）

平成２８年９月１日調査

平成28年9月1日時点で整備済み ２０市町村 ２圏域

平成28年度に整備予定 ８市町村 ０圏域

平成29年度に整備予定 ２５６市町村 ７９圏域

未定 ９３８市町村 ５６圏域

平成２８年９月１日調査

多機能拠点型 ４２市町村 ２圏域

面的整備型 ２３５市町村 ６９圏域

多機能拠点型＋面的整備型 ２６市町村 ４圏域

その他 ０市町村 ０圏域

未定 ９１９市町村 ６２圏域

① 地域生活支援拠点等の整備数について（予定含む）

平成２９年４月１日調査

平成29年4月1日時点で整備済み ３７市町村 ９圏域

平成29年9月末までに整備予定 ５市町村 ２圏域

平成29年度末までに整備予定 ７５市町村 ３２圏域

平成30年度に整備予定 ６４市町村 １１圏域

未定 １０２５市町村 ８７圏域

平成２９年４月１日調査

多機能拠点型 ２５市町村 ４圏域

面的整備型 ２８３市町村 ８５圏域

多機能拠点型＋面的整備型 ４５市町村 ３圏域

その他 ０市町村 ０圏域

未定 ８５３市町村 ４９圏域

＋１７市町村
＋ ７ 圏域

▲１８１市町村
▲ ４７ 圏域

＋ ８７市町村
＋ ３１ 圏域

▲１７市町村
＋ ２ 圏域

＋４８市町村
＋１６ 圏域

＋１９市町村
▲ １ 圏域

±０市町村
±０ 圏域

▲６６市町村
▲１３ 圏域 3



〇 第５期障害福祉計画の基本指針においては、現在、地域生活支援拠点等の整備が必ずしも進んでいない状況に鑑み、まずは現行の成果
目標を維持することとしてはどうか。

〇 その上で、平成30年度以降の更なる整備促進を図るため、今後、以下のような取組を実施することとしてはどうか。
□ 基本指針（第三 障害福祉計画の作成に関する事項）を見直し、以下のような視点を盛り込む。
① 各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会（障害者総合支援法第89
条の３に規定する協議会をいう。）等を十分に活用すること。
② 整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、
関係者への研修を行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。
③ 整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているか、あるいは課題に対応できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図る
ため、十分に検討・検証すること。

□ 地域生活支援拠点等の意義の徹底や、運営方法等について記載した通知を改めて発出。
□ 地域生活支援拠点等の整備の状況を踏まえた好事例（優良事例）集の作成、周知。

【成果目標（案）】 平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。

○ 地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、そ
れらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないことから、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に
向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制とし
て、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要。

〇 地域生活支援拠点等については、第４期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏
域に少なくとも一つを整備することを基本。

〇 この間、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実施し、その報告書を
全ての自治体に周知するとともに、モデル事業の成果を踏まえた、地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等を通知。また、全国担当
者会議を開催し、モデル事業実施自治体の事例発表、意見交換等を実施。

〇 本年９月時点における拠点等の整備状況をみると、整備済が２０市町村、２圏域。

地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について

地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等

成果目標等（案）

社保審－障害者部会

第83回（H29.1.6） 資料２－２（抜粋）
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地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成２９年７月７日

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を
周知・徹底する。

趣旨

○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、
重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族
の緊急事態に対応を図る。

整備の目的

○ ５つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備
型」等、地域の実情に応じた整備を行う。

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足
の程度については、市町村が判断する。

※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機
能を有機的に組み合わせる。

※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。

必要な機能等

○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの
ために活用することが重要である。

○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又
は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ
ばならない。

運営上の留意点

【整備に向けた取組】
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期

に行い、積極的な整備を進める必要がある。

○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効
性の担保等により市町村が総合的に判断する。
（拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要）

【必要な機能の充実・強化】
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す

る効果的な取組を推進していくこと。

○ 効果的な運営の継続
・ 市町村の定期的な評価
・ 拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）

【都道府県の役割】
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会

等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）
の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど
後方的かつ継続的な支援を図る。

市町村・都道府県の責務と役割
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障害者総合支援法施行３年後の見直しについて
～社会保障審議会 障害者部会 報告書～（平成２７年１２月１４日）＜抜粋＞

Ⅱ 基本的な考え方
１．新たな地域生活の展開
（１）本人が望む地域生活の実現

○ 地域での暮らしが可能な障害者が安心して地域生活を開始・継続できるよう、地域生活を支援する拠点の整備を進めるとともに、本人の意思
を尊重した地域生活を支援するための方策や重度障害者に対応したグループホームの位置付け等について、対応を行う必要がある。

Ⅲ 各論点について
１．常時介護を要する障害者等に対する支援について
（２）今後の取組

（地域生活を支援する拠点）

○ 「常時介護を要する者」であるか否かにかかわらず、地域での暮らしが可能な障害者等が安心して地域生活を開始・継続できるよう、平成27 
年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえつつ、地域で生活する障害者等に対し、地域生活を支援する拠点の
整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療との連
携、短期入所による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター等を中心とする拠点
の機能の強化を図る必要がある。

７．精神障害者に対する支援について
（２）今後の取組

（地域生活を支援する拠点とサービス）

○ 精神障害者の地域移行や地域定着を支援するためにも、平成27 年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえ
つつ、地域で生活する障害者に対し、地域生活を支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応
の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療との連携、短期入所による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホ
ーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要がある。

８．高齢の障害者に対する支援の在り方について
（２）今後の取組

○ 地域で生活する高齢障害者等に対し、平成27 年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえつつ、地域生活を
支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの
連携、医療との連携、短期入所における緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター
等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要がある。 6



関係団体ヒアリングにおける主な意見

No 意見等の内容 団体名

1

○地域生活支援拠点事業の更なる推進のため、面的整備を行う場合には福祉・医療等の関係機関が連携し当該事業の推進を
図った際に中心となって調整した事業所に対する評価が必要である。また、多機能拠点型の整備に関する予算の確保と報酬上の
評価が必要である。

日本知的障害者福祉協会 他
（同旨：日本精神科病院協会、DPI日本会議）

2 ○事業所等の整備に関する予算の確保、拠点事業の推進のため関わる事業についての加算評価を求める。 全国地域で暮らそうネットワーク

3

○平成26年度に提起された地域生活拠点においても、相談することができず地域で困難を抱えている障害者に対する対策が立て
られていない。地域住民や関係者からの情報提供によって現場に赴くような事業（アウトリーチ）を障害者総合支援法もしくは地域
生活拠点の事業とすることを検討する時期にきているのではないか。

全国精神保健福祉会連合会
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地域生活支援拠点等について

論点１ 相談の機能について

論点２ 緊急時の受け入れ・対応の機能について

論点３ 体験の機会・場の機能について

論点４ 専門的人材の確保・養成の機能について

論点５ 地域の体制づくりの機能について

地域生活支援拠点等に係る論点
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現状・課題

○ 地域生活支援拠点等（以下「拠点等」という。）について、地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地
域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、それらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないこと
から、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障害児者やその家族が安
心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制として、拠点等の積極的な整備を
推進していくことが必要である。

〇 拠点等については、第４期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏域
に少なくとも一つを整備することを基本としている。

〇 この間、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実施し、
その報告書を全ての自治体に周知するとともに、モデル事業の成果を踏まえた、拠点等の整備に際しての留意点等を通知し、
また、全国担当者会議を開催し、モデル事業実施自治体の事例発表、意見交換等を実施。

○ このような現状にある中で、第５期障害福祉計画の基本指針においては、必要な取組みを実施することを前提に、成果目標
としては、引き続き、平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本としている。

○ なお、平成29年７月には拠点等の整備促進を図るための通知を発出しているが、平成29年４月時点における拠点等の整備
状況については、４６の自治体（障害保健福祉圏域含む）が整備済である。

○ 障害者総合支援法施行３年後の見直しについての報告書（平成27年12月14日）を踏まえ、整備を推進し、さらに、必要な機
能（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）の充実・強化を図り、第６期障害福祉計画に
おける拠点等の位置付けを見据えた議論が必要ではないか。

○ その際、必要な機能における体制支援、個別支援、調整面に係る報酬の位置付けについて、検討してはどうか。

地域生活支援拠点等について
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○ 拠点等における相談の機能については、「基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着
支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を
確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能」
と位置付けている。

○ 例えば、相談支援事業所に２４時間対応できる相談支援専門員（コーディネーター）を配置した上で緊急受入を行う短期入所
事業所と連携することを要件とする加算を創設することにより、夜間等に緊急の短期入所を必要とする利用者に対応できるよ
うにするとともに、その利用者以外の障害者も対象とした２４時間の緊急相談窓口としての対応の評価を検討してはどうか。

○ 拠点等における相談の機能を強化する観点から、相談支援専門員（コーディネーター）として配置し、相談を受け、連携する
短期入所事業所へ受け入れた場合、報酬上評価することにしてはどうか。

○ なお、具体的な評価にあたっては、計画相談支援の既存の報酬上の評価との棲み分けについて、整理することにしてはどう

か。

＊ 拠点等の機能を担う事業所においては、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することと規定し、そ

の旨の事業所であることを市町村に届け出ることを要件にしてはどうか。（各論点共通）

論 点

10

【論点１】 相談の機能について

【イメージ】
短期入所事業所 特定相談支援事業所

連携

○ 相談支援事業所において、２４時間の相談対応（緊急短期入所にかかる相談を含む）
○ 緊急受入を行う短期入所を併設

特定相談支援
事業所に加算



○ 拠点等における緊急時の受け入れ・対応の機能については、「短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、
介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能」と位置付けてい
る。

○ 平成27年度報酬改定において、短期入所の緊急短期入所体制確保加算や緊急短期入所受入加算の要件を見直したが、現

状、これらの加算の算定率は低調にあり、その主な理由としては、「緊急利用に係る空床の確保が難しい」ことと考えられる。

○ 拠点等における緊急時の受け入れ・対応の機能を強化する観点から、これらの加算の算定要件を実態として機能する要件

に改めることにしてはどうか。

○ 具体的には、緊急利用に係る空床については確保が難しいことから、緊急短期入所体制確保加算については廃止し、緊急

の受け入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件を見直してはどうか。

○ また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特例的に加算することにしつ

つ、その間は、現行の定員超過利用減算は適用しないことにしてはどうか。

※ これらの加算の取扱いはこれまでどおり、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で算定の可否を分けることはしない。

論 点
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【論点２】 緊急時の受け入れ・対応の機能について



1.9
1.1
2.4
1.5
1.9

94.7
92.5
95.2
96.3
95.0

3.4
6.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=736]

併設型[N=335]

単独型[N=160]

算定あり 算定なし 無回答

緊急利用の状況について【１】

○ 緊急短期入所体制確保加算について、平成28年9月分の算定状況は、事業所類型全体では、「算定あり」が1.9%となっている。

【図１】

○ 緊急短期入所受入加算の平成28年9月分の算定状況は、事業所類型全体では、「緊急短期入所受入加算（Ⅰ）の算定あり」

が1.1%、「緊急短期入所受入加算（Ⅱ）の算定あり」が0.1%となっている。【図２】

○ 平成28年9月に緊急短期入所体制確保加算の算定をしていない事業所に、算定をしない理由を聞いたところ、事業所類型全

体では、「緊急利用枠の空床を確保しておくことが難しい」が53.2%と半数以上を占め、次いで、「緊急利用に対応できる職員の

確保等が難しい」が35.6%となっている。【図３】

【①緊急短期入所体制確保加算の算定状況】

【②緊急短期入所受入加算の算定状況】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「短期入所における支援に関する調査」

図１ 緊急短期入所体制確保加算（平成28年9月分）

図２ 緊急短期入所受入加算（平成28年9月分）

図３ 緊急短期入所体制確保加算の算定をしない理由〔複数回答〕

※ 図表１の傾向は、平成27年９月分・３月分においてもほぼ同様。

【③緊急短期入所体制確保加算の算定をしない理由】

1.1

1.2
0.7
1.9

94.2
92.5
94.3
97.1
93.8

4.6
7.5
4.5

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=736]

併設型[N=335]

単独型[N=160]

緊急短期入所受入加算（Ⅰ）の算定あり 緊急短期入所受入加算（Ⅱ）の算定あり

加算の算定なし 無回答

※ 図表２の傾向は、平成27年９月分・３月分においてもほぼ同様。

53.2

15.6

30.2

35.6

5.5

7.8

6.1

3.8

45.3

19.8

30.2

29.1

2.3

8.1

7.0

4.7

50.6

13.9

34.5

32.3

5.1

7.0

5.1

3.8

60.6

11.4

26.5

27.3

6.1

8.3

6.8

4.5

56.0

20.0

23.3

53.3

8.0

9.3

7.3

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急利用枠の空床を確保しておくことが難しい

緊急利用者の受け入れをしていない

緊急利用の依頼がない

緊急利用に対応できる職員の確保等が難しい

事務手続き等が煩雑

特に算定しようと思わない

その他

無回答

全体[N=693] 空床型[N=86] 併設型[N=316]

空床型＋併設型[N=132] 単独型[N=150]
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24.3

53.0

12.6

29.9

13.9

24.7

5.2

28.5

19.4

60.2

17.2

28.0

8.6

23.7

4.3

28.0

26.9

53.4

11.3

33.1

16.4

21.8

4.5

28.4

29.4

56.6

14.7

30.9

9.6

25.0

2.9

27.2

18.8

43.8

10.6

23.8

15.0

31.3

9.4

31.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空床を確保しておくことに他の利用者や家族等の理解が得にく
い

緊急利用者の状態等の確認が難しく、十分な受け入れ体制
がとれない

行政や相談支援事業者等との連絡・調整が困難

緊急利用者に行動障害等がある場合、他の利用者や家族
等から苦情の出る不安がある

緊急利用者がそのままロングショートになるのではないかという不
安がある

緊急利用の体制づくりや空床確保による機会損失などのコスト
が適切に評価されない

その他

無回答

全体[N=736] 空床型[N=93] 併設型[N=335] 空床型＋併設型[N=136] 単独型[N=160]

6.9

5.4

1.1

0.7

2.6

5.4

3.9

80.2

3.2

6.5

2.2

0.0

4.3

4.3

3.2

79.6

8.7

5.1

0.9

0.3

3.6

6.3

4.5

77.9

5.1

2.9

2.2

0.7

1.5

8.1

1.5

85.3

7.5

8.1

0.0

1.9

0.6

2.5

5.6

79.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急利用枠として一定数の空床を確保している

24時間の受付相談窓口を開設している

ホームページ上での空室情報の公開や近隣の他事業所
等への周知を行っている

24時間送迎を行える体制をとっている

医療的ケア等の専門知識を有している職員を配置できる

緊急利用に対応できる職員数の確保ができている

その他

無回答

全体[N=736] 空床型[N=93] 併設型[N=335] 空床型＋併設型[N=136] 単独型[N=160]

緊急利用の状況について【２】

○ 緊急利用に対応するための体制整備の状況を聞いたところ、事業所類型全体では、無回答が80.2%となっており、特に体制整

備を行っていない事業所が多いということがうかがえる。体制整備を行っていることとしては、「緊急利用枠として一定数の空床

を確保している」が6.9%、「24時間の受付相談窓口を開設している」「緊急利用に対応できる職員数の確保ができている」がいず

れも5.4%となっている。【図４】

○ 緊急利用に対応の際の課題について聞いたところ、事業所類型全体では、「緊急利用者の状態等の確認が難しく、十分な受

け入れ体制がとれない」が53.0%と半数以上を占めており、次いで、「緊急利用者に行動障害等がある場合、他の利用者や家族

等から苦情の出る不安がある」が29.9%となっている。【図５】

【④緊急利用に対応するための体制整備】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「短期入所における支援に関する調査」

図４ 緊急利用に対応するための体制整備〔複数回答〕 図５ 緊急利用に対応の際の課題〔複数回答〕

【⑤緊急利用に対応する際の課題】
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緊急利用の状況について【３】

○ 平成28年9月における緊急利用該当者の状況を聞いたところ、合計77人分の回答があった。

○ 年齢については、事業所類型全体では、「18～29歳」が29.9%、「50歳以上」が23.4%、「18歳未満」が16.9%、「40～49歳」が15.6%、

「30～39歳」が14.3%となっている。【図５】

○ 障害支援区分は、事業所類型全体では、「区分6」が26.0%、「区分5」が19.5%、「区分4」が16.9%となっており、区分の重い人が

多い。【図６】

○ 主たる障害については、事業所類型全体では、「知的」が63.6%、「身体」が31.2%、「精神」が5.2%となっている。 【図７】

【⑥緊急利用の該当者】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「短期入所における支援に関する調査」

図５ 緊急利用該当者の年齢

16.9
33.3

12.5
7.7

28.6

29.9
33.3

30.0
30.8

28.6

14.3
33.3

10.0
23.1

14.3

15.6
15.0

15.4
19.0

23.4
32.5

23.1
9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=77]
併設型[N=40]
単独型[N=21]

18歳未満 18～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上 無回答

※ 本問での空床型における回答人数は３人であり、標本数が少ないため、集計値は参考値扱いである。（以下同様）

図６ 緊急利用該当者の障害支援区分

6.5
10.0
7.7

9.1
12.5
15.4

13.0
33.3

12.5
7.7

14.3

16.9
33.3

20.0
15.4

9.5

19.5
15.0
30.8

23.8

26.0
27.5
15.4

33.3

7.8

7.7
19.0

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=77]
併設型[N=40]
単独型[N=21]

区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 なし 無回答

図７ 緊急利用該当者の主たる障害

31.2
37.5

46.2
14.3

63.6
100.0

55.0
46.2

85.7

5.2
7.5
7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=77]
併設型[N=40]
単独型[N=21]

身体 知的 精神 その他 無回答
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緊急利用の状況について【４】

○ 障害特性については、事業所類型全体では、「重症心身障害児者」が15.6%、「強度行動障害」が11.7%となっている。これらの

障害特性に該当しない人（無回答）が多い。【図８】

○ 入所までの期間は、事業所類型全体では、平均で1.8日となっている。【図９】

○ また、利用日数については、事業所類型全体では、平均で11.1日となっている。【図10】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「短期入所における支援に関する調査」

図８ 緊急利用該当者の障害特性〔複数回答〕 図９ 緊急利用該当者の入所までの平均期間

11.7

15.6

3.9

74.0

0.0

0.0

0.0

100.0

7.5

15.0

7.5

75.0

0.0

15.4

0.0

84.6

28.6

19.0

0.0

61.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

強度行動障害

重症心身障害児者

医療的ケアを要する

無回答

全体[N=77] 空床型[N=3] 併設型[N=40]

空床型＋併設型[N=13] 単独型[N=21]

全体

[N=72]
空床型

[N=3]
併設型

[N=35]

空床型

＋

併設型

[N=13]

単独型

[N=21]

平均期間

（日）
1.8 1.0 2.2 2.2 0.9

全体

[N=71]
空床型

[N=3]
併設型

[N=39]

空床型

＋

併設型

[N=12]

単独型

[N=17]

平均日数

（日）
11.1 10.0 13.5 14.2 3.8

図10 緊急利用該当者の平均利用日数
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46.8

10.4

14.3

14.3

19.5

1.3

9.1

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

66.7

33.3

0.0

0.0

52.5

10.0

15.0

12.5

12.5

0.0

15.0

0.0

46.2

7.7

0.0

15.4

23.1

0.0

7.7

0.0

42.9

14.3

19.0

19.0

23.8

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護者の病気、体調不良等

介護者の冠婚葬祭、出張、宿泊を伴う用事等

介護者のレスパイト

本人の体調悪化、障害の状態の悪化等

虐待等による緊急避難

介護者の旅行、遊興等

その他

無回答

全体[N=77] 空床型[N=3] 併設型[N=40] 空床型＋併設型[N=13] 単独型[N=21]

緊急利用の状況について【５】

○ 緊急利用の理由は、事業所類型全体では、「介護者の病気、体調不良等」が46.8%、「虐待等による緊急避難」が19.5%となって

いる。【図11】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「短期入所における支援に関する調査」

図11 緊急利用該当者の利用理由〔複数回答〕
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○ 拠点等における体験の機会・場の機能については、「地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障
害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能」と位置付けている。

○ 平成27年度報酬改定において、地域移行支援の体験利用加算や体験宿泊加算の利用期間の制限を廃止したが、日中活動

サービスの体験利用支援加算については、利用期間の制限は廃止していない。

○ 現状、生活介護の体験利用支援加算の算定率は低調にあり、その主な理由としては、「体験利用を支援するにあたっての調

整等の負担がある」ことと考えられる。

○ 拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、拠点等としての機能を担う場合の体験利用支援加算について、

日中活動の体験利用支援加算の利用期間の制限については廃止してはどうか。

○ また、地域移行に係る「体験」については、地域移行支援、日中活動サービスの事業所双方の連携・調整が必要であり、日中

活動サービスの体験利用支援加算については、加算算定にあたってのそれらの記録を求めているが、事務負担軽減、報酬請

求の判定に格差が生じないように簡易的な「体験利用計画（仮称）」の様式を示すことにしてはどうか。

○ さらに、体験を行うタイミング、体験後の見極めは短期間であることや地域移行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、この

加算の引き上げを行いつつ、初期期間の加算単価を高く設定し、その後は逓減制にすることにしてはどうか。

○ 加えて、体験利用を促進する観点から、例えば、施設入所支援利用者が、夜のみ短期入所を利用し、日中は生活介護を利

用する場合、地域移行支援事業所が緊急的に短期入所の「床」を確保し、日中活動サービスの事業所が体験の機会に係る支

援を行うことについても評価することにしてはどうか。

※ 日中活動サービスの体験利用支援加算が地域移行に係る「送り出し」の支援の評価に対し、地域移行支援の体験利用加算

については、地域移行の体験利用に係る「受け入れ」の支援の評価であり、表裏一体の関係にあることから、体験利用加算に

ついても、体験利用支援加算に併せた見直しを行う。

論 点
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【論点３】 体験の機会・場の機能について



30年度改定前 30年度改定案

※ 障害福祉サービスの体験利用を行った場合に、15日以内（開始日
から90日以内に限る）に限り算定

300単位／日

⑥ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い
報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算について

は、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指
定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援
を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいず
れかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合に
は当該支援の内容を記録すること。)。
(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において
昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者
との連絡調整その他の相談援助を行った場合
ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者と
の留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業
者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な
利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る
基本報酬等は算定できないことに留意すること。

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記
(二)の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体
験利用した日の初日に算定して差し支えない。

※ 障害福祉サービスの体験利用を行った場合に、15日以内（開始日
から90日以内に限る）（→廃止）に限り算定

単位／日（○日から○日目まで）
単位／日（○日目から○日目まで）

⑥ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い
報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算について

は、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指
定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援
を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいず
れかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合に
は当該支援の内容を記録すること。)。（→※ 様式を示す。）
(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において
昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者
との連絡調整その他の相談援助を行った場合
ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者と
の留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業
者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な
利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る
基本報酬等は算定できないことに留意すること。

また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記
(二)の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体
験利用した日の初日に算定して差し支えない。

【改定イメージ】※ 報酬の解釈通知（抄）：拠点等としての機能を担う場合の日中活動サービスの体験利用支援加算

30年度改定案の青字斜体が改定案
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33.1

6.7

40.1

31.5

28.6

9.6

12.2

8.4

20.9

35.1

5.0

39.3

34.2

29.3

16.9

12.6

7.4

17.6

31.3

8.1

40.8

29.1

28.2

3.0

11.9

9.3

23.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員体制の関係で事前調整に十分な手間をかけられない

地域移行支援事業者等が事業所のサービス内容や主たる対象な
どをあまり理解していない

体験利用者への対応で、他の利用者へのケアが手薄になる

体験利用者と他の利用者の関係性などに不安がある

ある程度の体験期間をとらなければ形だけのものになると思う

宿泊などもセットにしなければ形だけのものになると思う

体験利用の受け入れにかかるコストが適切に評価されない

その他

無回答

全体[N=1,471] 障害者支援施設[N=699] 生活介護事業所（通所型）[N=767]

1.0

0.7

1.2

96.4

96.7

96.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体[N=1,471]

障害者支援施設[N=699]

生活介護事業所（通所型）[N=767]

加算の算定あり 加算の算定なし 無回答

体験利用の状況について

○ 障害福祉サービス体験利用支援加算について、平成28年9月分の算定は、事業所形態全体では、「加算の算定あり」が1.0%と

なっている。【図１】

○ 平成28年9月における障害福祉サービスの体験利用の支援日数を聞いたところ、事業所形態全体では、回答のあった1,197

事業所の支援日数合計は111日となっている。そのうち、体験利用支援の加算算定された日数合計は4日となっている。【表１】

○ サービス体験利用の支援に関し、課題となることを聞いたところ、事業所形態全体では、「体験利用者への対応で、他の利用

者へのケアが手薄になる」が40.1%と最も高い割合であり、次いで、「職員体制の関係で事前調整に十分な手間をかけられない」

が33.1%、「体験利用者と他の利用者の関係性などに不安がある」が31.5%と続いている。【図２】

【①障害福祉サービス体験利用支援加算の算定状況】

【②サービス体験利用の支援日数】

（出典）平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（平成28年度調査）「生活介護における支援に関する調査」

図１ 障害福祉サービス体験利用支援加算（平成28年9月分）

表１ サービス体験利用の支援日数

図２ サービス体験利用支援の課題〔複数回答〕

※ 図表１の傾向は、平成27年９月分・３月分においてもほぼ同様。

【③サービス体験利用支援の課題】

 
全体[N=1,197] 

障害者支援施設

[N=578] 

生活介護事業所 

（通所型）[N=616] 

障害福祉サービスの体験利用の支援

日数（日） 
111 24 87 

そのうち、体験利用支援加算を算定

した日数（日） 
4 2 2 
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○ 重度障害者支援加算
※ 重度障害者に対する手厚い支援体制がとられている場合

・ 重度障害者支援加算（Ⅰ） 28単位／日

・ 重度障害者支援加算（Ⅱ）
① 強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）修了者を
配置した場合【体制加算】 7単位／日

② ①の研修修了者が作成した支援計画シート等に基づき、
強度行動障害を有する者に対して夜間に個別支援を行った
場合【個人加算】 180単位／日

※ 重度障害者支援加算（Ⅱ）②については、加算の算定開始から90
以内の期間について、700単位／日を加算

○ 福祉専門職員配置等加算
※ 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
条件に応じて加算

・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（①に適合） 15単位／日
・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）（②に適合） 10単位／日
・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）（③に適合） 6単位／日

① 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神
保健福祉士の資格保有者が35％以上雇用されている事業所

② 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神
保健福祉士の資格保有者が25％以上雇用されている事業所

③ 生活支援員のうち、常勤職員75％以上又は勤続３年以上
の常勤職員が30％以上の事業所

○ 拠点等における専門的人材の確保・養成の機能については、「医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴
い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機
能」と位置付けている。

○ 地域の生活を支えるにあたって、専門性の機能を担保するために、医療的ケア、行動障害、重度化・高齢化に対応できる体

制の確保や人材養成が求められる。

○ 第５期障害福祉計画に係る基本指針の議論においても、都道府県が、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確

保できるよう、各種研修を十分に実施することとしている。

○ 拠点等における専門的人材の確保・養成の機能を強化する観点から、手厚い体制や個別特性に対応する支援のあり方につ

いて、検討してはどうか。

※ これらの加算の取扱いはこれまでどおり、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で算定の可否を分けることはしない。

論 点

【論点４】 専門的人材の確保・養成の機能について

専門性や個別特性の支援に係る加算（例）
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⑩障害福祉人材の確保について

〇 障害福祉人材の確保については、平成26年の福祉人材確保対策検討会において、基本的な考え方として、「障害福祉分野の
人材確保については、介護分野同様に、『参入促進』、『資質の向上』、『労働環境・処遇の改善』のための対策を講じるほか、多様
な障害特性に対応できる専門性を持つ人材の育成等を図る必要がある。」ととりまとめられている。

〇 現行の指針においても、指定障害福祉サービス等に係る人材を質量ともに確保することの重要性については盛り込んでいるが、
上記のような指摘を踏まえ、当該記載を充実させることが必要と考えられる。

基本的な考え方

〇 上記を踏まえ、第５期障害福祉計画の基本指針においては、「 「第三 三 ４ ㈠ サービスの提供に係る人材の研修」に次のこ
とを規定してはどうか。

・ 都道府県は、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、サービス管理責任者養成研修や児童発達
支援管理責任者研修、相談支援従事者研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従事者養成研修、行動援護従事者
養成研修等の各種研修を十分に実施すること。

・ 都道府県は、
①教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層にお
ける障害福祉サービスに係る理解を促進する取組

②都道府県福祉人材センターと連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う取組
等を通じ、障害福祉サービス等に係る人材の確保を支援することが望ましいこと。

基本指針への記載（案）

社保審－障害者部会

第83回（H29.1.6） 資料２－３（抜粋）
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○ 拠点等における地域の体制づくりの機能については、「基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相
談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資
源の連携体制の構築等を行う機能」と位置付けている。

○ 地域の体制づくりとして、相談機能を有する事業所・機関等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対

応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行うことが求められる。

○ また、第６期障害福祉計画の基本指針の議論にあたっては、拠点等の全国的な整備を踏まえ、機能の強化・充実を図る必要

がある。

○ 拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点から、今後、地域の体制づくり以外の機能等を有機的に組み合わ

せ、地域全体で支援する協力体制を構築していることが重要であり、支援困難事例や地域の課題の対応に向けて、拠点等の

機能を発揮する事業所間の連携が必要であることを踏まえ、これらの対応に係る内容を報酬上評価することにしてはどうか。

論 点

【論点５】 地域の体制づくりの機能について

【イメージ】

生活介護事業所
（管理者）

特定相談支援事業所
（相談支援専門員）

短期入所事業所
（管理者）

協議会
（代表者）

市町村
（担当者）

自治会
（役員）

月に１回、支援困難事例（利用
者）等について、情報共有等を
行い、共同で対応した場合、

「地域体制強化共同支援加算」
（仮称）として評価することにし

てはどうか。
（月１回 単位）
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報告日：平成 29 年 11 月 14 日（火） 
 

就労支援部会からの報告 
 
○就労支援部会としての取り組み 
 １．就労支援担当者会議・福祉的就労担当者会議での合同研修の実施 
   日程 平成 30 年 3 月 16 日（金） 18：00～ 市川市教育会館 

 →現時点で検討されている研修テーマ  
   研修内容を絞り込むために（しゅうたん）・（ふくたん）での担当者会議を実施。 
 
 
●就労支援担当者会議（しゅうたん）の取り組み 
 ①平成 30 年度実施予定の定着支援に関する勉強会の実施予定 
 ②事業所案内の簡易版の更新 
 ③新規事業所を含めた協力体制の強化 
 ④労働関係法令・制度に関する勉強会 
 ⑤就労支援に関する事例検討（会議参加事業所より事例報告・検討） 
 ⑥雇用促進セミナーについて 
 
 
 
●福祉的就労担当者会議（ふくたん）の取り組み 
 ①平成 30 年度実施予定の定着支援に関する勉強会の実施予定 
 ②仕事情報の共有（ネット上の掲示版を活用） 
 ③通所利用者の方への健康診断等・健康問題に関する意見交換 
 ④就労支援部会研修へのワーキングチームの立上げ 

資料 3-3 



平成 29 年 11 月 14 日 
                               

   市川市障害者団体連絡会報告 

第 2回連絡会を平成 29年９月 7日に開催 

第 1部 本会議 

１、市からの報告 

1，スポーツ課からの障害者の接し方について、講演依頼 

2，8月 27日の防災訓練について 

3, 10月７日のハートフルプラン策定フォーラムについて 

２、障害者団体連絡会からの報告 

1，昭和学院インタビュー報告 

2，防災プロジェクトチーム 

①8月 27日の防災訓練の協力のお礼 

②防災プロジェクトチームの方向性 

③ハートフルプランや自立支援協などの提案について 

３，啓発バリアフリーハンドブック編集委員会 

①県内、市内配布状況 

４，障害者週間 

①現在の実行委員会の報告 

②当日の参加、協力について 

５，ハートフルプラン等の報告 

①PT会議からの報告 

②問題提起 

精神保健福祉について 

６，公設公民館等の利用について 

①利用料金について 

②予約の配慮について 

７，その他 

①アンケート回収について 

②視覚障害者の為の署名について 

 

第 2部 勉強会    

基幹相談支援センターえくるについて 

講師 基幹相談支援センターえくる所長 長坂様 

①基幹相談支援センターの業務内容について 

②相談内容の事例について 

③質疑応答 
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   第 3回連絡会を平成 29年 11月 9日に開催 

    第 1部   市川市市長選挙立候補予定者にお話をお聞きしました。 

立候補を予定されている方に、事前にバリアフリーハンドブックと障害者団体

連絡会規約を送付し、出席を依頼しました。 

（一人 5 分のスピーチ、質問なし、定時集合者による順番はくじ引きで後は到

着順、全員終了後に帰っていただく） 

唐突な出席依頼にもかかわらず、5名の立候補予定の方にご参加いただき、非常

に有意義な時間となりました。 

    第２部  本会議 

     １、市からの報告 

     ２、障害者団体連絡会からの報告 

      1，防災プロジェクトについて   

       ①避難行動要支援者名簿への取り組み 

②自助、共助の徹底を図り、公助の要望を各団体から聞くことにし、今月中

に事務局まで、FAXかメールで、提出して頂くことにしました。 

      2，障害者週間について 

       イベントの状況報告、アピールをして頂いた。 

      3，バリアフリーハンドブック編集委員会について    

       編集委員会の解散。来年度、新たに啓発委員会等を立ち上げる事を検討。 

      4，市営医療機関、福祉事業所民営化について    

       次回以降検討することを報告 

      5，その他 

スポーツ推進委員研修会(9/24)講師として 3 団体が参加 

                              以 上 







公益社団法人 日本オストミー協会千葉県支部市川市オストメイトの会

平成 29年度障害者週間記念コンサート

《千葉県共同募金会助成》

「クリスマスコンサート」

～歌とピアノのおくりもの～

ソプラノ 越智 まりこ 氏
藤原歌劇団正団員。日本オペラ協会正会員。

演奏活動の他、合唱指揮者・ヴォイストレーナーとしても活躍。

ピアノ 朴 令鈴 氏
桐朋音楽大学研究科修了。日本音楽コンクール、奏楽堂日

本歌曲コンクールなどで共演者賞を受賞。

二期会ピアニストなど。

講演『障害者に寄り添って～ストーマ装具開発からパラアスリート支援まで～』

アルケア㈱ 医工学研究所 研究員 沼田 悟 氏

『入場無料 申込み不要』定員 300 名

日時：１２月４日（月） １３時 30 分開演（13 時 開場）

会場：全日警ホール

市川市八幡市民会館 葛飾八幡宮参道右

JR本八幡北口 歩 8分又は京成八幡駅 歩 5分

お問い合わせ：公益社団法人 日本オストミー協会千葉県支部

〒260-0026千葉市中央区千葉港 4-3千葉県社会福祉センター内３Ｆ

☎043-309-7571 E-mail:chiba-m@violin.ocn.ne.jp









第８回 市川市こども発達センター 発達障害児シンポジウム

＜主催＞市川市こども発達センター　こども発達相談室 　担当　守屋・神谷・平光

どの子も地域で
　　  元気に育てよう
どの子も地域で
　　  元気に育てよう
どの子も地域で
　　  元気に育てよう

日　時 平成30年１月８日（月･祝）13：30～16：30（開場 13：00）
会　場 市川市文化会館　小ホール

基調講演 13：30～15：00

「気になる子への適切な理解と支援」

シンポジウム 15：10～16：30
「一貫した支援をめざして」

気になる子の特徴を理解し、すべての子どもにとってわかりやすい支援
（ユニバーサルデザイン・合理的配慮）について教えていただきます。

植草学園短期大学福祉学科　教授 佐藤　愼二　氏

～ライフサポートファイルを活用しよう～
コーディネーター  市川市発達支援課 課長　　鷺沼　　隆
 
シ ン ポ ジ ス ト 市川市自閉症協会 会長　　平野　　緑氏
 市川市こども発達センター 副主幹　池田アンナ
 ご家族

　シンポジウムでは一貫した支援の大切さを中心にお話ししていただきます。そのための手段として、
小さいときから今までの情報を一冊にまとめたライフサポートファイルの紹介をします。

発達障害に関心のある方・支援者の方（手話通訳・要約筆記・車椅子席があります。）対 象 者
無　料費　　用
４００名定　　員

申し込み・問い合せ

　＊住所、氏名、電話番号を明記の上、お申し込みください。
　　（お申し込みのFAXに返信はいたしませんので、ご了承ください）
　＊会場への直接のお問い合せは、ご遠慮ください。

ホームページ
電　話　０４７－３７０－３５７７（市川市こども発達相談室）
ＦＡＸ　０４７－３７６－１１１５
メール hattatsu-sien9@city.ichikawa.chiba.jp　（11/27まで）
 hattatsu-sien@city.ichikawa.chiba.jp　  （11/28から）

JR本八幡駅
至東京

コンビニ 薬局

至船橋

コンビニ

ファストフード

葬祭場

銀行ハロー
ワーク

保健所

大和田小

交番

市川市文化会館

いつも新しい流れがある  市川 

市川市こども発達センター 検索


















